
権利擁護事業について

館林市社会福祉協議会 地域福祉課

石川 千安希



できること
わかること

不安なこと
わからないこと

⇦ここの部分を支援
本人のために一緒に考える



契約行為、金銭管理等他人にはできない
本人らしく本人の希望の人生を送るための権利擁護事業

日常生活自立支援事業と成年後見制度



日常生活自立支援事業

社会福祉協議会

契約

本人



日常生活自立支援事業

・福祉サービスの利用援助、金銭管理、預かりサービス

・契約能力がある方（本人と契約）

社協に金銭管理を依頼する事を理解している方

・利用料は、月700円位の方が多い

※非課税世帯は公費補助あり、生活保護世帯は全額公費

・支援者の一人である



成年後見制度

後見人
弁護士・司法書士・社会福祉士
社会福祉協議会・親族等

審判

家庭裁判所



成年後見制度

・申込み（申立）➡家庭裁判所（申立には医師診断書が必要）

・申立できる人➡本人、４親等以内の親族、市長等

・後見人➡弁護士・司法書士・社会福祉士・社協・親族

・役割➡身上保護・財産管理

本人のために法律行為を代理する（中心となる）

・本人の意思確認できなくても申立できる



たてばやし後見支援センター



たてばやし後見支援センター


